
御申込の際は誠に恐れ入りますが、下記に必要事項を記入の上FAXにて返信をお願いいたします。

御申込確認が取れ次第、追って当日のスケジュール表等送付させていただきます。

貴社法人名 参加者名

住所 参加者名

電話番号 － － FAX － －

広告資料が不要な場合はご連絡をお願いいたします。 担当者：(税)合同会計 監査第１事業部 酒井

日時：平成３０年４月１８日（水） １４：００～１６：００（受付開始１３：３０より）

場所（税）合同会計 研修センター 住所：群馬県高崎市矢中町６１７－１

お申し込みはFAXにて受付 FAX ： ０２７－３４７－２２４５

定 員 先 着 ２０名 限 定 主催：税理士法人 合同会計群馬県高崎市矢中町６１７－１

講師：
税理士法人 合同会計
第一事業部 部長

税理士 加 藤 勝

℡０２７－３４７－０９３３

～ 平 成 ３ ０ 年 度 税 制 改 正 の 重 要 論 点 ～

平成30年度税制改正大綱は平成29年12月22日に閣議決定され成立しました。

今回の改正では、働き方の多様化を踏まえた個人所得課税の見直し、デフレ脱却と経済再

生に向けた賃上げ・生産性向上及び中小企業の設備投資の促進のための税制措置、さらに

今回のセミナーのテーマである、中小企業の代替わりを促進する事業承継税制の拡充などの

改正がなされています。

本セミナーでは、特に事業承継税制に焦点を合わせ、当社税理士が徹底解説します。

● 事 業 承 継 税 制 と は ？

◆そもそも、事業承継税制とは何か。

事業承継税制の成り立ちから、今回

の改正に至るまでの変遷をご説明し

ます。

◆税制の適用を受けるために必要な

要件は何なのか。

税制の適用を受けられるかどうかで、

今後の相続対策が変わる可能性が

あります。 e.t.c…

事業承継問題は中小企業の経営者様にとっては

大きな問題ですが、なかなか難しい問題でもあります。

いざ対策を行おうとした時、何から始めたら良いのか。

対策を行うには、知識と準備がとても大切になってき

ます。このセミナーで、事業承継の知識を身に着け、

将来の事業承継に備えましょう！

事業承継の知識をレクチャーします！

事 業 承 継 税 制 の 拡 充

顧問先様への無料のセミナーです！！ぜひご参加ください！！


